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概   要 
 

富山市では、多様な福祉サービスにおいて、その利用者の意向が尊重され総合的に提供さ

れるよう、また、利用者個人の尊厳が保持され自立した生活を地域社会で営むことができる

ように支援するために、各種社会福祉施設を設置しています。 

社会福祉法人富山市社会福祉事業団（以下、「事業団」という。）は、それらの施設運営等

を担うことで、適切かつ効率的で創意工夫を凝らした業務を実施し、広く市民福祉の向上に

寄与することを目指しています。 

事業団が管理運営する社会福祉事業は、社会福祉法に基づく第一種社会福祉事業、第二種

社会福祉事業及び公益事業です。 

第一種社会福祉事業では、入所者の保護、養護、自立支援を目的とした母子生活支援施設

（和光寮）、児童養護施設（愛育園）及び養護老人ホーム（慈光園）の３施設があります。 

第二種社会福祉事業では、在宅障害者の支援のための障害者福祉センター・身体障害者デ

イサービスセンターの２施設があり、また、児童厚生施設１１施設（東部・五福・北部・山

室・蜷川・水橋・星井町・大沢野・大久保・山田・婦中中央）及び老人福祉施設４施設（呉

羽山・海岸通・南・大山老人福祉センター）の１７施設があります。 

公益事業では、高齢者の健康保持増進・教養の向上等を目的とした老人憩いの家２施設（水

橋・東老人憩いの家）があり、受託社会福祉施設は全体で６種別２２施設です。 

 

(1) 施設経営の理念 

事業団は、次の理念を基本として社会福祉施設の経営を行いました。 

ア 施設利用者の人格や基本的人権を尊重しながら、ノーマライゼーション理念を守り、

常に利用者のニーズに即した処遇サービスの提供 

イ 地域の人々やボランティアと連携した行事の実施、施設利用、処遇補助などの交流

による地域福祉の向上 

ウ 効果的な職員研修の実施、適切な人事交流による組織の活性化及び一元管理による

効率的な事務処理の推進 

(2) 事業の推進 

理事会で決定された経営方針を円滑に実施するため、市との連絡・協議を密にし、利

用者の処遇サービス改善に努めました。 

(3) 福利厚生等 

職員が安心して職務に専念できるよう職員福利厚生の充実に努めており、社会保険

（健康保険・厚生年金）、労働保険（雇用保険・労災保険）、全国社会福祉協議会の退職

金積立制度の加入をはじめ、生活習慣病予防健診、インフルエンザの予防接種への助成

を実施しました。 

また、富山市勤労者福祉サービスセンターへの加入と事業主一部負担を継続実施しま

した。 
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１ 組  織 

事業団の経営方針等は、評議員会で審議され、理事会において決定されます。これに基

づき施設の管理運営を行いました。また、事業運営状況及び予算執行状況は、監事による

監査が実施されました。 

事業団の令和４年度の組織図は、次のとおりです。 
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【 備 考 】 

障害者通所作業センター、生活介護事業所の２施設は施設管理のみを行います。 
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２ 役員名簿 

令和５年３月３１日現在 

理事・監事 役        職 氏 名 

理 事 長 富山市副市長 今 本 雅 祥 

副 理 事 長 富山市老人クラブ連合会会長 麻 畠 裕 之 

常 務 理 事 元富山市民病院事務局長 竹 内   潤 

理   事 富山市社会福祉協議会会長 髙 城   繁 

理   事 富山国際学園富山短期大学学長 宮 田 伸 朗 

理   事 富山市福祉保健部長 田 中 伸 浩 

監   事 元富山市商工労働部理事 津   育 宏 

監   事 富山市会計管理者 酒 井 秀 祐 

 

 

３ 理事会の開催 

(1) 第１回理事会（令和４年５月２５日開催） 

  議案第１号 令和３年度事業報告 

  議案第２号 令和３年度収支決算報告 

  議案第３号 定時評議員会の開催について  
 

(2) 第２回理事会（令和５年３月２９日開催） 

  議案第１号 令和５年度事業計画 

  議案第２号 令和５年度収支予算 

議案第３号 新役員候補者について 

議案第４号 臨時評議員会の開催について 

議案第５号 評議員選任・解任委員会委員の選任について 

議案第６号 苦情解決処理第三者委員の委嘱の同意について 

議案第７号 施設長の選任について 

議案第８号 処務規程の一部を改正する規程の制定について 

議案第９号 役員等賠償責任保険契約について 
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４ 評議員会の開催 

定時評議員会（令和４年６月２４日開催） 

  議案第１号 令和３年度事業報告 

 議案第２号 令和３年度収支決算報告 

 

 

５ 監  査 

(1) 年 次 監 査…令和４年５月１８日開催 

（令和３年度事業報告並びに収支決算について） 

 

(2) 月 次 監 査…毎月２０日までに実施 

（事業運営状況並びに予算執行状況について） 


